
「ぐんまちゃんの食べきり協力店」
の登録店舗を募集します

登
録
方
法

群馬県 廃棄物・リサイクル課
〒371-8570 前橋市大手町１－１－１
TEL:027-226-2851 FAX:027-223-7292
E-mail：haikirisaka@pref.gunma.lg.jp
URL:http://www.ecogunma.jp/?p=4842

県内 のみなさま飲食店 宿泊施設
食料品
小売店

食品ロスは、貴重な食品資源を浪費するだけでなく、環境負荷の増大にも
つながり、県民１人１人がこうした問題を意識することが大切です。
群馬県では、食べ残しや売れ残り、調理段階での仕込み過ぎなどの理由で、
外食産業や食品小売業から発生する食品ロスの割合が全体の約２４％を占めて
います。（Ｒ元年度）
飲食店、宿泊施設や食料品小売店を利用するお客様は、家族構成や生活スタ
イルも様々ですが、すべての方が最後まで美味しく食べきり、「食品ロス」を
削減することが重要であり、飲食店、宿泊施設や食料品小売店のご理解とご協
力が必要不可欠です。
飲食店、宿泊施設や食料品小売店のみなさまにおかれましては、是非、
「ぐんまちゃんの食べきり協力店」に登録いただき、下記取組項目の実践を
お願いします。

登 録 要 件
下記取組項目のうち１つ以上を実施（すでに取り組んでいるものでも可）

食料品小売店

□賞味期限が迫った商品の値引き・加工販売
□賞味期限が近い順に購入することを促す呼びかけ
□閉店間際における値引き販売
□量り売り、ばら売り、少量パック等による販売
□食品廃棄物のリサイクル
□ポスター等の掲示による啓発活動の実施
□その他食材を使いきるための取組

飲食店、宿泊施設

□小盛、ハーフサイズメニューの設定
□来店者からの要望に応じた量の調整
□食べ残し削減の呼びかけ
□食べ残しの持ち帰り希望者への対応

□特典の提供 例）食べきった来店者にポイントの付与や次回割引券の付与等

□食品廃棄物のリサイクル
□ポスター等の掲示による啓発活動の実施
□その他食べ残しを減らすための取組

・食べ残しが減ることで、生ごみの処理経費が削減できます。
・食べ残しが減ることで、食器の片付け・洗浄の作業が軽減され、
従業員の業務の省力化が図れます。
・環境に優しいお店、高齢者や女性、子どもに配慮したお店として、
お客様へのイメージアップにつながります。
・県のホームページでお店の取組などの情報をＰＲします。

登録のメリット

店舗 県庁

①申請書の記入 ③登録・ＨＰ掲載
②申し込み（郵送・ＦＡＸ・Ｅメール・持参）

④ポスター(10枚)、卓上POP(10枚)、
ステッカー(1枚）の送付

お申し込み・お問い合わせ先

登録店舗には、
ポスター、ステッカー、卓上POPを

配付します！

卓上ＰＯＰ

mailto:haikirisaka@pref.gunma.lg.jp


（様式第１号）                       令和  年  月  日 

ぐんまちゃんの食べきり協力店登録申請書 

１．基本情報（◆印の内容は，県ホームページに情報を掲載いたします。） 

【複数の店舗を一括して申請する場合は、別途一覧表（店舗名・所在地）を添付してください。】 

◆事業者･店舗名  

代表者名  

◆所在地 
（複数店舗の一括申
請の場合､代表する
事業所等の所在地） 

〒   -     

 

電話番号（   -   -    ） 

◆店舗の区分 
・該当項目をチェッ
クしてください。 
 

☐ファミリーレストラン・一般食堂 ☐日本料理 ☐西洋料理 ☐中華料理 ☐うどん・そば 

☐ラーメン ☐すし ☐居酒屋 ☐焼肉・韓国料理 ☐喫茶・スイーツ ☐バー・カラオケ  

☐ファストフード ☐ホテル・旅館  

☐スーパーマーケット ☐百貨店 ☐コンビニエンスストア ☐野菜・果物 ☐食肉・鮮魚  

☐その他  ※詳細（                              ） 

担当者連絡先 所属・氏名  

電話番号  FAX番号  

Ｅ-mail           ＠ 

◆HPアドレス http:// 

◆お店からの 

ＰＲポイント 

 

２．取組項目（取り組む項目は、全て○を記入してください。既に取り組み済みのものでも可） 

飲食店・宿泊施設 食料品小売店 

 １ 小盛、ハーフサイズメニュー等の設定  １ 
賞味期限・消費期限が近い順に購入する

ことを促す呼びかけ 

 ２ 来店者からの要望に応じた量の調整 

 ２ 
特典の提供 
(例) 賞味期限・消費期限が迫った食品の値引き、閉店間際

における値引き販売等  ３ 
食べ残し削減の呼びかけ 
（例）宴会での食べきりの呼びかけ、注文受付時に適量注文の

呼びかけ、食べきり協力店である旨の呼びかけ等 

 ４ 
食べ残しの持ち帰り希望者への対応 
(例)食べ残した料理等について、消費期限や食品衛生等の

留意事項を説明した上での持ち帰り、持ち帰り容器の

提供、店内での案内等 

 ３ 
量り売り、ばら売り、少量パック等によ

る販売 

 ５ 特典の提供 
（例）食べきった来店者にポイントや次回割引券の提供等 

 ４ 食品廃棄物のリサイクル 
（例）賞味期限・消費期限切れの食品の飼料化・堆肥化等 

 ６ 食品廃棄物のリサイクル 
（例）仕込み過ぎや食べ残しの食品の飼料化・堆肥化等 

 ５ ポスター等の掲示による啓発活動の実施 

 ７ ポスター等の掲示による啓発活動の実施  ６ 
その他生ごみの減量・食品ロスの削減に

つながる取組 

 ８ 
その他生ごみの減量・食品ロスの削減に

つながる取組 

上記の取組項目について具体的な取組の内容を記入してください。（特典の提供等） 

 

※ 登録後、取組の成果や課題などに関する調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。 

３．前橋市、高崎市、伊勢崎市、渋川市、みどり市の「食べきり協力店制度」への登録について 

「ぐんまちゃんの食べきり協力店」の登録により、前橋市内の店舗は、「前橋市食べきり協力店」、高崎市内の店舗は「たか 

さき食品ロス０（ゼロ）協力店」、伊勢崎市内の店舗は、「伊勢崎市食品ロス削減協力店」、渋川市内の店舗は「しぶかわフード 

ラブ協力店」、みどり市内の店舗は、「みどり市食べきり協力店」としても、同時に登録することができます。同時登録を希望 

する場合は、右の枠に○を付けていただくと、県から各所在市へ本申請書の写しを提供致します。 

 これにより、後日、各所在市からも登録に関するご連絡や書類等の送付がありますので、ご承知おきください。 

 


